
福山市民病院広告第 77号 

 

 福山市民病院新本館Ⅰ期開院に係る移転業務について、委託業者を選定するため、公募型プロ

ポーザルを実施することとしたので、参加を希望する者は手続を行ってください。 

 

  2025 年（令和 7年）12 月 9 日 

 

福山市病院事業管理者 高 倉 範 尚 

 

１．業務概要 

（１）業務名  

    福山市民病院新本館Ⅰ期開院に係る移転業務 

（２）業務場所 

福山市民病院（新本館及び既存棟） 

（３）業務内容 

別紙「福山市民病院新本館Ⅰ期開院に係る移転業務仕様書」のとおり 

（４）業務履行期間 

    契約締結の日から 2026 年(令和 8年)9 月 30 日まで 

 

２．委託費 

（１）委託費の上限は、89,980,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とする。 

（２）委託費の積算は、６．（４）の参考資料をもとに行うものとする。ただし、次の内容は、各

指示に従い算出するものとする。 

  ア 生体情報モニタ 

     (株)システム環境研究所大阪事務所と調整のうえ、移転のほか機器調整に係る費用も

見込むこと。 

  イ 病棟に係る医療機器等 

     「医療機器・什器備品等リスト」は、４病棟分の医療機器等の掲載を割愛している。

積算にあたっては、同リスト「４階」に掲載されている医療機器等を基準量とし、割愛

している４病棟分に係る移転費用も見込むこと。 

 

３．参加資格 

本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）過去 10年間（2015 年 4 月以降）で一般病床 500 床以上の国、独立行政法人国立病院機構、

国立大学法人、都道府県及び市町村が設置する病院又は公的病院 （医療法第 31 条に規定

する厚生労働大臣が定める者の開設する病院をいう。）において、中央診療機能を中心とし



た全面的な施設整備における移転業務（一部部門に限った部分移転業務を除く）を元請け

として受託し履行した実績を 2件以上有すること。 

（２）移転業務履行中は､受託責任者及び作業責任者等を専任配置すること｡受託責任者及び作業

責任者の資格要件は仕様書に記載の内容を遵守すること。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく、再生手続開始の申立て又は会社更生法（平

成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てを行っている者（再生手続開始又は

更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（５）この公告の日から契約締結の日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は福山

市の指名除外措置若しくは指名留保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であ

ること。 

（６）福山市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 

（７）国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

（８）福山市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 10 号）第 2 条第 2 号又は第 3 号の規定に該当し

ない者であること。 

 

４．評価項目・評価基準 

別表のとおり。 

 

５．受注候補者の特定 

   福山市民病院新本館Ⅰ期開院に係る移転業務評価委員会における評価が高い順に、事業管

理者が本業務の受注候補者１名、次順位者１名を特定する。 

 

６．参加申込の手続き等 

（１）担当課 

福山市民病院 経営企画部 管理課 建設推進担当 

住所：〒721-8511 広島県福山市蔵王町五丁目 23番１号 

電話：（084）941-5187（直通）  

メールアドレス： shibyou-kensetsu@city.fukuyama.hiroshima.jp 

（２）選考スケジュール 

公告文及び実施要領（募集

要項）等の掲載日 

2025 年（令和 7 年）12 月 9 日（火） 

質問書受付期間（参加申込

に関すること） 

2025 年（令和 7 年）12 月 9 日（火）から 

同年 12 月 16 日（火）午後 5 時まで 

質問書に対する回答期限

（参加申込に関すること） 

2025 年（令和 7 年）12 月 19 日（金）午後 5 時まで 

mailto:shibyou-kensetsu@city.fukuyama.hiroshima.jp


参加申込書の受付期間 2025 年（令和 7 年）12 月 9 日（火）から 

同年 12 月 24 日（水）午後 5 時まで 

参加資格確認結果通知日 2025 年（令和 7 年）12 月 26 日（金）正午まで(予定) 

質問書受付期間（企画提案

に関すること） 

2025 年（令和 7 年）12 月 26 日（金）午後 1 時から(予定) 

2026 年（令和 8 年）1 月 13 日（火）午後 5 時まで 

質問書に対する回答期限

（企画提案に関すること） 

2026 年（令和 8 年）1 月 16 日（金）午後 5 時まで 

企画提案書の受付期間 2025 年（令和 7 年）12 月 26 日（金）午後 1 時から(予定) 

2026 年（令和 8 年）1 月 23 日（金）午後 5 時まで 

プレゼンテーションの実

施日 

2026 年（令和 8 年）2 月上旬(予定) 

受注候補者の選定通知日 プレゼンテーション実施後(2026 年(令和 8 年)2 月上旬予定) 

（３）各種資料掲載場所 

    福山市ホームページにて、公告文、実施要領、仕様書、評価基準、質問書・参加申込書・

企画提案書等各種様式、質問回答、審査結果等を掲載する。 

（４）参考資料の貸出 

2025 年（令和 7年）12月 9 日（火）から 2026 年（令和 8年）1月 23 日（金）までの間、

貸出図書申請書（様式９）を提出した者に対し、参考資料「新本館及び既存棟平面図」及び

「医療機器・什器備品等リスト」を、６．（１）の担当課において、対面で受け渡すものと

する。 

（５）質問書の提出及び回答 

質問事項がある場合は、質問書（様式第１６号）を電子メールで、６．（１）の担当課宛

てに提出し、届いているかどうかの確認を電話で行うこと。また、メール送信の際は、件

名に「福山市民病院新本館Ⅰ期開院に係る移転業務委託に関する質問」と記した上で送信

すること。質問事項がない場合は、質問書の提出は不要である。 

なお、質問に対する回答は、本実施要領等の追加又は修正とみなす。 

 

７．契約の締結 

（１）本業務の契約は、評価委員会を経て事業管理者が特定した受注候補者と業務内容について

協議等を行い、仕様書の内容を確定した後に、見積合せの上、契約を締結する。 

（２）仕様書の確定に際しては、提案された内容が基本となるが、受注候補者と当院との協議に

より、必要に応じて内容を変更した上で契約を締結するため、契約額が「実施要領９．（１）」

で提出した委託見積書の額と同額になるとは限らない。 

（３）事業管理者が特定した受注候補者と契約が締結できなかった場合又は失格条件に該当する

と認められた場合には、次点の提案者と契約交渉を行う。 

 



８．失格条件 

次に掲げるいずれかに該当した場合は、失格とする。 

（１）提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）委託費の上限を超えた見積書を提出した場合 

（４）評価及び審査の公平性を害する行為があったと当院が認めた場合 

（５）実施要領の内容に違反すると当院が認めた場合 

（６）その他、当院の指示に違反する場合 

 

９．その他 

   詳細は、福山市民病院新本館Ⅰ期開院に係る移転業務に関する公募型プロポーザル実施要

領に定めるところによる。 


